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│
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は
じ
め
に

福
島
県
郡
山
市
郡
山
地
区
と
二
本
松
市
杉
田
地
区
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
「
虎

丸
長
者
」
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
虎
丸
長
者
」
伝
説
と
は
、「
虎
丸

長
者
」
と
呼
ば
れ
る
大
富
豪
が
、
そ
の
周
辺
に
住
ん
で
い
た
。
源
義
家
が

奥
州
征
伐
で
通
り
か
か
り
、援
助
を
求
め
た
（
宿
泊
や
食
糧
な
ど
）
が
「
虎

丸
長
者
」
は
断
っ
た
。
脅
威
に
感
じ
た
源
義
家
は
屋
敷
を
焼
き
払
い
、
滅

ぼ
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
「
虎
丸
長
者
」
は
自
分
の
財
産
を
埋
め
、
い

ず
こ
か
に
逃
げ
去
っ
た
。
屋
敷
跡
周
辺
に
は
俗
謡
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
周

辺
の
発
掘
を
行
う
と
焼
米
な
ど
が
出
て
く
る
。
現
在
で
は
「
虎
丸
長
者
」

の
い
た
場
所
は
、
郡
衙
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
両

地
区
の
伝
説
を
比
較
し
て
み
る
と
、
単
な
る
同
名
の
伝
説
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
多
く
の
類
似
点
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

ち
な
み
に
両
地
区
は
現
在
別
の
市
に
属
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
大
半

は
同
じ
二
本
松
藩
に
属
し
て
い
た
。
今
回
は
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
に
関
す

る
資
料
と
現
地
に
お
け
る
調
査
か
ら
見
え
て
き
た
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
の

伝
承
と
権
威
づ
け
に
注
目
し
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

あ
る
地
域
に
住
む
長
者
が
、
や
っ
て
き
た
権
力
者
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま

う
話
は
珍
し
く
な
い
。
ま
た
そ
の
話
に
長
者
の
財
宝
を
埋
め
た
と
い
う
話

や
、
埋
蔵
金
に
関
す
る
俗
謡
、
出
土
品
と
し
て
焼
米
な
ど
が
出
て
く
る
と

い
う
の
も
、
ど
こ
の
地
域
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

土
地
で
、
そ
の
話
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
虎
丸
長
者
」
伝

説
も
ま
た
両
地
に
現
在
で
も
伝
わ
り
、
現
地
で
の
資
料
に
も
記
録
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
に
限
っ
て
み
て
み
る
と
、
前
期
に
お
け
る
記
録

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
後
期
以
降
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代

後
期
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
を
考
察
し
て
み
た
と
き
、「
虎
丸
長

者
」
伝
説
が
江
戸
時
代
後
期
に
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説

が
生
れ
た
。
し
か
も
そ
こ
に
は
当
該
伝
説
に
も
登
場
し
、
資
料
の
中
心
と

も
な
っ
て
い
る
、
二
本
松
藩
を
治
め
て
い
た
丹
羽
家
や
松
平
定
信
の
関
与

が
伺
え
る
の
だ
。
同
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
、
藩
を
中
心
と
す
る
行
政
事

業
と
も
関
連
づ
け
な
が
ら
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
が
江
戸
時
代
後
期
に
、
両
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地
に
お
い
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
考
察
し
て
い
く
。
ま
た
そ
の
後
現
地
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
、
地
区
ご
と
に
考
察
し
て

い
き
た
い
。
そ
し
て
他
地
域
に
お
け
る
、
郡
衙
跡
と
さ
れ
る
地
区
で
の
長

者
伝
説
と
の
関
連
に
も
触
れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一　

資
料
と
先
行
研
究

「
虎
丸
長
者
」
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
資
料
は
、
一
八
〇
〇
年
前
後
か

ら
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
福
島
県
で
作
成
さ

れ
た
資
料
や
、
郡
山
地
区
や
杉
田
地
区
を
実
際
に
訪
れ
た
う
え
で
調
べ
ま
と

め
ら
れ
た
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
例
外
は
『
成
形
図
説
』
で
あ
る
。
鹿
児
島

で
作
成
さ
れ
た
資
料
の
中
に
、
項
目
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
１
）。

一
方
、「
虎
丸
長
者
」
に
関
し
て
考
察
し
て
い
る
文
献
は
、
江
戸
時
代
に

お
い
て
中
心
と
な
る
の
は
二
書
で
あ
る
。
成
田
頼
直
が
著
し
た
『
松
藩
捜

古
』
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
出
さ
れ
た
書
で
、「
虎
丸
長
者
」
伝

説
に
ま
つ
わ
る
出
土
品
、
石
碑
に
つ
い
て
細
か
く
述
べ
て
い
る
。
も
う
一

つ
が
大
鐘
義
鳴
に
よ
る
『
相
生
集
』
で
あ
る
。
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）

に
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
二
本
松
藩
内
の
地
理
・
歴
史
・
習
俗
が
詳
し
く

調
査
さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
参
照
し
、
自
身
で
も
調
査
・
聞

き
書
き
を
し
て
い
る
。
残
念
な
点
は
引
用
さ
れ
た
資
料
の
何
点
か
は
見
つ

か
っ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
不
明
な
こ
と
で
あ
る
。
二
本
松
市
の
調
査

で
も
、
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
亡
失
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
は
昭
和
ま
で
研
究
書
は
ま
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
昭
和
に
入
る

と
、
福
島
県
郡
山
市
地
理
教
育
研
究
会
に
よ
り
、『
郷
土
誌
』
が
ま
と
め
ら

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
引
用
し
、
虎
丸
長
者
が
何
者
か
分
析
さ
れ
た
。

杉
田
地
区
に
お
い
て
は
、
郷
土
史
家
の
桑
原
兵
次
が
文
献
を
調
べ
る
と
と

も
に
、
自
分
自
身
で
も
昭
和
八
年
に
聞
き
書
き
を
し
、『
古
代
中
世
杉
田

村
の
文
化
』
を
著
し
た
。
平
成
に
な
る
と
、
岡
田
峰
幸
が
『
史
談
絵
草
子
』

で
虎
丸
長
者
が
何
者
で
あ
る
か
独
自
に
分
析
し
、
安
藤
智
里
が
『
安
積
歴

史
入
門
』
で
幅
広
く
、
入
門
的
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
の
資
料
や
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
き
た
。

問
題
点
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
研
究
は

地
元
の
研
究
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
国
的
な
、
或
い
は

他
地
域
の
「
長
者
伝
説
」
研
究
の
中
に
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
は
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
先
に
紹
介
し
た
先
行
研
究
で
は
、「
虎
丸
長
者
」

伝
説
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
も
の
の
、
他
の
「
長
者
伝
説
」
と
の
比
較

研
究
の
よ
う
な
こ
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
「
虎
丸
長
者
」
伝
説

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
が
、
こ
う
し
た
問
題
点
も
解
決
し
て
い
き
た
い
。

と
い
う
の
も
、「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
長
者
が
権
力
者
に

よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
話
は
珍
し
く
な
い
。
源
義
家
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
長

者
伝
説
も
、
例
え
ば
茨
城
県
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
勝
田
市
勝
倉
に

住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
長
者
は
、
奥
州
征
伐
の
途
中
立
ち
寄
っ
た
義
家
に
、

豪
華
な
昼
食
を
出
し
も
て
な
し
た
と
い
う
。
義
家
は
そ
の
財
力
に
危
機
感
を

感
じ
、
奥
州
征
伐
の
帰
路
、
屋
敷
を
焼
き
払
い
、
勝
倉
の
長
者
を
滅
ぼ
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
（
２
）。

茨
城
県
内
の
長
者
伝
説
を
分
析
し
た
外
山
善
八
に

よ
る
と
、「
十
指
の
長
者
中
、
七
長
者
が
義
家
奥
州
攻
め
の
途
次
滅
ぼ
さ
れ
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て
い
る
」
と
い
う
（
３
）。

ま
た
「
義
家
の
疑
い
か
ら
で
た
類
型
的
な
」
理
由
に
よ

り
、
長
者
は
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
（
４
）。

一
方
で
安
部
元
雄
に
よ

る
と
、「
先
行
す
る
研
究
者
の
方
々
が
義
家
の
長
者
殺
し
伝
説
に
注
目
さ
れ

て
い
る
が
、
Ｆ
討
伐
は
あ
ま
り
行
動
要
素
と
し
て
は
強
く
な
い
の
で
あ
る
」

と
い
う
（
５
）。

し
た
が
っ
て
、「
茨
城
の
八
幡
太
郎
は
、
村
や
神
社
仏
閣
を
、
天

皇
の
巡
幸
に
近
い
形
態
で
、
巡
行
し
、
地
名
を
つ
け
、
国
家
の
災
い
と
な
る

も
の
を
討
伐
す
る
正
義
の
神
で
あ
」
り
、「
色
濃
く
八
幡
信
仰
に
支
え
ら
れ

て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
６
）。

長
者
伝
説
に
俗
謡
が
伴
う
の
も
、典
型
的
で
あ
る
よ
う
だ
。
柳
田
國
男
は
、

「
伝
説
の
最
後
ま
で
残
留
し
得
る
も
の
は
、
ど
こ
の
国
で
も
長
者
の
栄
華
と

没
落
、
こ
と
に
金
銀
財
宝
を
埋
蔵
し
て
い
る
と
い
う
類
の
口
碑
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
（
７
）。

ま
た
俗
謡
の
具
体
例
を
、「
文
句
に
は
少
し
ず
つ
の
異
同
が

あ
る
が
、『
朝
日
さ
す
夕
日
か
が
や
く
樹
の
も
と
に
黄
金
千
両
漆
万
杯
』
な

ど
が
最
も
普
通
の
形
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
８
）。
こ
れ
は
後
節
の
「
虎
丸
長
者
」

伝
説
に
お
け
る
俗
謡
と
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
、
後
に
述
べ
る
。

関
連
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
出
土
品
と
し
て
焼
米
が
出
て
く
る
と
い
う
こ

と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
話
と
は
「
白
米
城
の
伝
説
」
で
あ
る
。「
白
米
城

の
伝
説
」
と
は
、

或
山
の
上
の
城
砦
が
水
攻
め
に
あ
う
。
城
中
で
は
水
の
乏
し
い
こ
と
を

隠
す
た
め
に
、
馬
を
崖
の
端
に
牽
き
出
し
て
白
米
を
以
て
脚
を
洗
う
真

似
を
し
て
見
せ
た
。
遠
く
か
ら
之
を
望
ん
だ
寄
せ
手
は
欺
か
れ
て
、
水

攻
め
は
無
益
と
一
旦
引
揚
げ
て
還
ろ
う
と
し
た
が
、
た
ま
た
ま
鳥
類
犬

な
ど
の
挙
動
に
よ
っ
て
謀
計
が
暴
露
し
、
又
は
老
女
が
告
げ
口
を
し
た

為
に
実
際
が
判
っ
て
、
終
に
落
城
し
て
滅
び
た
（
９
）。

と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
「
白
米
城
の
伝
説
」
が
残
る
、
山
の
上
の
城
址

と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
焼
米
が
出
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ

と
に
関
し
て
、
柳
田
國
男
は
山
の
上
の
城
址
ば
か
り
で
な
く
、
昔
の
長
者

屋
敷
跡
だ
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
焼
米
が
出
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
う
し

た
話
の
残
る
土
地
は
「
格
段
の
注
意
と
敬
意
と
を
」
人
々
に
払
わ
れ
、「
伝

説
の
特
に
成
長
し
易
い
沃
土
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る）

10
（

。

二　

江
戸
期
に
お
け
る
「
虎
丸
長
者
」
伝
説

江
戸
期
に
お
い
て
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
が
ま
と
ま
っ
た
話
と
し
て
載
せ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
紹
介
し
た
『
相
生
集
』
だ
け
で
あ
る
。
他
の
資

料
は
断
片
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
『
相
生
集
』
で
は
『
東
鄙
草
』
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。

同
書
又
い
へ
ら
く
昔
此
所
に
朝
日
長
者
と
い
ふ
も
の
住
せ
し
が
義
家
公

東
夷
御
征
伐
の
た
め
御
下
向
あ
り
し
時
国
人
盡
く
幕
下
に
参
し
た
る
に

此
長
者
ば
か
り
連
々
し
た
る
に
よ
り
て
焼
討
に
し
給
ふ
と
い
へ
り
一
説

に
は
郡
山
の
虎
丸
長
者
の
別
業
の
地
な
る
故
に
郡
山
台
と
も
い
ふ
虎
丸

郡
山
に
て
没
落
の
時
一
同
こ
こ
も
敗
北
し
た
る
と
も
い
へ
り）

11
（

こ
こ
に
は
現
在
の
話
に
あ
る
、
虎
丸
長
者
が
源
義
家
に
滅
ぼ
さ
れ
る
と
い

う
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
『
東
鄙
草
』
は
重
要
な
資
料
だ
が
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
亡
失
で
あ
る
た
め
、『
相
生
集
』
で
確
認
す
る
し
か
な
い
。

な
ぜ
『
東
鄙
草
』
が
重
要
な
資
料
な
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
資
料
の
み
、
江
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戸
時
代
前
期
に
著
さ
れ
た
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
資
料

だ
か
ら
で
あ
る
。
著
者
の
磯
村
吉
徳
は
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に
二
本
松

を
訪
れ
、
丹
羽
二
本
松
藩
初
代
藩
主
丹
羽
光
重
に
仕
え
て
い
る
。
宝
永
七
年

（
一
七
一
〇
）
に
亡
く
な
る
ま
で
に
『
東
鄙
草
』
は
ま
と
め
ら
れ
、
郡
山
地

区
・
杉
田
地
区
両
地
区
の
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
初
代
藩
主
丹
羽
光
重
の
時
代
に
は
、
郡
山
地
区
で
も
大
き
な
動
き

が
あ
っ
た
。
ま
ず
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
、
郡
山
地
区
に
郡
山
組
・

大
槻
組
・
片
平
組
の
代
官
所
が
設
置
さ
れ
た
。
つ
ま
り
郡
山
地
区
の
宿
場

町
と
し
て
の
基
礎
が
、
こ
の
と
き
に
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
寛
文
八

年
（
一
六
六
八
）、
郡
山
に
あ
る
如
寶
寺
初
代
住
職
に
宥
永
が
な
っ
た
。
こ

の
事
柄
が
意
味
を
持
つ
の
は
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
と
如
寶
寺
は
密
接
に
つ

な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、次
に
郡
山
地
区
の
「
虎

丸
長
者
」
伝
説
を
記
す
。

昔
む
か
し
、
虎
丸
長
者
と
呼
ば
れ
る
大
金
持
が
い
ま
し
た
。
屋
敷
に
は

金
銀
の
珠
玉
を
ち
り
ば
め
、
い
ろ
は
四
十
八
棟
の
米
蔵
を
も
ち
、
鐘
堂

か
ら
は
時
を
知
ら
せ
る
鐘
の
音
が
響
き
、
皿
沼
で
食
器
を
洗
い
、
方
八

丁
に
は
別
邸
を
構
え
る
ほ
ど
の
富
豪
で
し
た
。
馬
頭
観
音
様
を
守
り
本

尊
と
し
た
壮
大
な
観
音
堂
を
建
立
す
る
な
ど
長
者
の
富
、
権
力
に
か
な

う
者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。（
中
略
）

　

虎
丸
長
者
の
馬
頭
観
音
堂
は
現
在
、
堂
前
の
如
宝
寺
に
残
さ
れ
て
、

正
月
に
は
七
日
堂
ま
い
り
の
参
拝
者
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
境
内
の
中
に
、
長
者
が
財
宝
を
埋
め
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
）
12
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
如
寶
寺
は
「
虎
丸
長
者
」
の
馬
頭
観
音
堂
を
基
に
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
で
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
如
寶
寺
縁
起
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

大
同
二
年
（
西
暦
八
〇
七
年
）、
こ
の
地
を
治
め
て
い
た
虎
丸
長
者
が
は

る
ば
る
京
に
上
り
、
時
の
帝
・
平
城
天
皇
に
拝
謁
を
賜
っ
た
際
、
馬
頭

観
音
の
尊
像
を
郷
土
住
民
の
守
護
仏
と
し
て
御
下
賜
さ
れ
た
こ
と
に
は

じ
ま
り
ま
す
。
長
者
は
守
本
尊
と
し
て
現
在
地
に
観
音
堂
を
建
立
し
、

現
郡
山
市
中
町
に
庵
を
結
び
徳
望
が
高
か
っ
た
笹
久
根
上
人
を
招
き
、

荘
厳
な
開
眼
供
養
を
あ
げ
、
大
衆
に
布
施
し
ま
し
た
。
上
人
は
本
尊
大

日
如
来
を
奉
じ
て
庵
堂
を
観
音
堂
境
内
に
移
し
〝
如
寶
寺
〞
と
称
し
て
、

観
世
音
を
守
護
し
奉
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
）
13
（

。

し
か
し
そ
の
後
し
ば
ら
く
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
が
資
料
に
載
せ
ら
れ
る

こ
と
も
、
郡
山
地
区
・
杉
田
地
区
両
地
区
に
対
す
る
動
き
も
見
ら
れ
な
く

な
る
。
二
代
藩
主
丹
羽
長
次
の
時
代
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
井
原

西
鶴
が
『
一
目
玉
鉾
』
に
お
い
て
、
杉
田
は
紹
介
す
る
が
、
郡
山
の
項
は

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
同
じ
年
に
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
で
、
松
尾
芭
蕉
ら
が
郡
山
を
訪

れ
一
泊
す
る
が
、
杉
田
は
通
過
し
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
に
触
れ
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
伝
説
は
、
郡
山

地
区
で
は
「
安
積
沼
の
大
蛇
」、
二
本
松
地
区
で
は
「
安
達
が
原
の
鬼
婆
」

だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
こ
の
時
代
に
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
が
伝
承
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
短
絡
的
過
ぎ
る
。
け
れ
ど
も

少
な
く
と
も
、
彼
ら
が
著
作
に
載
せ
る
ほ
ど
興
味
を
ひ
か
れ
る
内
容
で
は

な
か
っ
た
か
、
彼
ら
が
耳
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



68

そ
の
状
況
が
七
代
藩
主
丹
羽
長
貴
の
時
代
に
変
化
す
る
。
明
和
八
年

（
一
七
七
一
）
に
、
江
戸
の
学
者
井
上
金
峨
が
二
本
松
に
長
貴
の
招
き
で
呼

ば
れ
、
七
か
月
滞
在
す
る
。
滞
在
中
に
井
上
金
峨
は
二
本
松
藩
の
あ
ち
こ

ち
を
訪
ね
て
歩
い
て
い
る
。
そ
の
様
子
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、
天
明
二

年
（
一
七
八
二
）
に
出
さ
れ
た
、『
考
槃
堂
漫
録
』
で
あ
る
。『
考
槃
堂
漫
録
』

の
中
で
、
杉
田
地
区
も
紹
介
さ
れ
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
の
こ
と
、「
虎
丸
長

者
」
屋
敷
跡
が
杉
田
地
区
に
あ
り
、
焼
米
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
。
ま
た
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
は
、
江
戸
か
ら
松
島
ま
で
の

途
上
で
、
谷
文
晁
が
郡
山
地
区
・
杉
田
地
区
の
両
地
区
も
旅
を
し
、『
松
島

日
記
』
に
お
い
て
絵
入
り
で
両
地
の
様
子
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、

郡
山
地
区
の
「
虎
丸
長
者
」
屋
敷
跡
の
紹
介
も
あ
り
、
古
瓦
が
出
土
し
て
い

る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
郡
山
地
区
か
ら
西
に
位
置
す
る
片

平
地
区
で
は
、『
万
葉
集
』『
大
和
物
語
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
き
た
、「
采
女

伝
説
」
に
関
連
す
る
葛
城
王
の
石
碑
を
建
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代

以
降
、
藩
が
突
然
各
地
区
の
伝
承
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
記
録
さ
せ
た

り
整
備
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

八
代
藩
主
丹
羽
長
祥
の
時
代
で
あ
る
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
八
月

十
七
日
に
は
、
白
河
藩
主
松
平
定
信
が
実
際
に
郡
山
を
訪
れ
、「
虎
丸
長
者
」

屋
敷
跡
ま
で
来
て
古
瓦
を
拾
い
、
そ
の
様
子
を
「
郡
山
の
宿
過
る
あ
た
り
に

川
あ
り
、
夜
討
川
と
な
ん
い
ふ
。
こ
こ
に
て
虎
丸
長
者
の
居
所
の
古
瓦
を
得

る
。
こ
の
長
者
て
ふ
人
は
養
老
頃
の
も
の
と
ぞ
。
其
居
所
の
あ
と
に
碑
あ
り
。

養
老
の
文
字
か
す
か
に
残
れ
り
と
ぞ
）
14
（

。」
と
『
退
閑
雑
記
』
に
書
い
て
い
る
。

松
平
定
信
は
同
年
、
白
河
に
お
い
て
は
白
河
の
関
に
つ
い
て
検
証
し
、
白
河

の
関
の
場
所
を
確
定
さ
せ
、
古
関
と
し
て
石
碑
を
設
置
さ
せ
て
い
る
。
ま
た

享
和
年
間
（
一
八
〇
一
〜
一
八
〇
三
）
に
は
、
杉
田
地
区
に
お
い
て
金
印
が

発
掘
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
成
果
が
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
、
成
田
頼
直

に
よ
り
『
松
藩
捜
古
』
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
凡
例
を
見
て
み
る
と
、

「
一
此
書
題
す
る
に
捜
古
を
以
て
す
れ
は
古
墟
舊
跡
人
口
に
膾
炙
す
る
所
と

い
え
と
も
文
献
の
徴
す
へ
き
な
き
は
載
せ
す
安
達
太
郎
の
城
墟
虎
丸
長
者
の

故
宅
の
如
き
是
也
）
15
（

」
と
あ
り
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
は
両
地
区
に
お
い
て
広

く
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

九
代
藩
主
丹
羽
長
富
は
、杉
田
地
区
の
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
に
関
連
す
る
地
、

長
者
の
宮
に
よ
く
遊
び
に
出
か
け
た
と
い
う）

16
（

。
そ
の
時
代
、
文
化
十
三
年

（
一
八
一
六
）
に
、
如
寶
寺
十
代
住
職
長
観
が
観
音
堂
の
下
よ
り
瓦
類
を
発
掘

し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る）

17
（

。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
は
杉
田
地
区
に
お

い
て
、
同
地
域
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
落
合
の
万
葉
歌
碑
を
建
立
し
た）

18
（

。
そ
し

て
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
は
、
二
本
松
藩
士
大
鐘
義
鳴
が
『
相
生
集
』

を
ま
と
め
、「
虎
丸
長
者
」
に
つ
い
て
も
同
書
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
の
十
代
藩
主
丹
羽
長
國
の
時
代
で
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）

に
如
寶
寺
十
一
代
住
職
諦
観
が
、
長
國
に
瓦
類
を
献
上
し
掛
け
物
を
拝
領

し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る）

19
（

。
ま
た
幕
末
、
杉
田
地
区
で
は
長
國
が
発
掘
を

命
じ
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
瑪
瑙
曲
玉
及
虎
丸
と
彫
刻
し
た
印
章
を

発
掘
し
、
長
國
に
献
上
し
た
と
い
う）

20
（

。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
明
ら
か
に
歴
代
の
二
本
松
藩
主
、
白
河

藩
元
藩
主
松
平
定
信
も
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
を
認
知
し
て
い
た
こ
と
が
伺

え
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
を
記
録
す
る
の
も
、「
虎
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丸
長
者
」
伝
説
に
ま
つ
わ
る
も
の
を
発
掘
さ
せ
る
の
も
、
二
本
松
歴
代
藩

主
や
松
平
定
信
自
身
に
よ
る
命
令
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
制
令
」

が
関
わ
っ
て
い
る
。
松
平
定
信
は
先
に
も
紹
介
し
た
『
退
閑
雑
記
』
で
、

か
の
谷
文
晁
は
田
邸
よ
り
附
来
り
し
も
の
な
れ
ど
も
、
か
の
邸
の
太
夫

に
言
や
り
て
、
温
泉
に
ゆ
あ
み
の
事
を
も
て
是
も
同
じ
く
行
け
り
。
殊

に
谷
氏
は
好
古
の
癖
あ
り
け
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
の
石
、
ま
た
は
名
ど
こ

ろ
の
草
木
の
枝
葉
な
ど
探
り
求
め
て
か
へ
り
ぬ
。
古
碑
な
ん
ど
も
摺
も

て
か
へ
り
け
り
。
予
此
両
士
行
と
き
、
制
令
の
事
か
い
て
や
り
ぬ
。
其

略
に
公
の
御
領
は
さ
ら
な
り
、
他
の
封
内
等
へ
行
て
、
い
さ
さ
か
他
の

事
を
た
づ
ぬ
べ
か
ら
ず
。
も
し
人
よ
り
語
り
出
す
と
も
、
餘
所
事
に
し

て
き
く
ま
じ
き
な
り
。
馬
夫
な
ん
ど
は
、
其
領
主
の
事
な
ど
も
い
ふ
も

の
な
り
。
相
か
ま
へ
て
咄
し
あ
ふ
ま
じ
き
を
も
て
、
い
た
く
制
し
ぬ
。

其
外
は
ふ
る
き
も
の
の
う
つ
し
な
ん
ど
す
る
と
て
も
、
し
ゐ
て
求
め
な

ん
ど
は
し
ま
じ
き
な
り
な
ん
ど
い
ふ
事
も
か
い
く
は
へ
ぬ）

21
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
通
行
も
自
由
に
は
で
き
な

か
っ
た
時
代
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
発
掘
の
事
実
、
出
土
品
の
記
録
、「
虎
丸

長
者
」
伝
説
の
紹
介
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が

権
力
者
の
関
与
を
も
の
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
彼
ら
は
両
地
区
、
そ
し
て
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
を
こ
ん
な
に

も
重
要
視
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
歴
史
的
価
値
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
考
え
る
。
古
瓦
や
焼
米
、
印
章
な
ど
が
出
て
く
る
の
は
、
両
地

区
に
何
か
し
ら
の
遺
跡
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。そ
れ
は
郡
衙
跡
で
あ
っ

た
。
郡
山
地
区
に
は
律
令
制
度
下
で
安
積
郡
衙
が
置
か
れ
て
い
た
。
杉
田

地
区
に
は
安
積
郡
衙
か
ら
分
置
さ
れ
た
安
達
郡
衙
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ

の
両
郡
衙
跡
が
「
虎
丸
長
者
」
屋
敷
跡
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
本
松
藩

領
内
に
、
二
つ
の
郡
衙
跡
が
あ
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
、
領
民
に
広
く
伝

わ
る
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
と
い
う
伝
承
、
古
瓦
や
焼
米
、
印
章
な
ど
の
歴

史
的
遺
物
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
（
こ
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
が
）、
二
本
松

藩
と
し
て
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

三　

両
地
区
で
の
現
地
調
査

江
戸
時
代
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
は
、
そ
れ

以
降
も
地
元
の
資
料
に
載
せ
ら
れ
て
き
た
。
昭
和
時
代
に
も
平
成
に
入
っ

て
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
集
が
編
ま
れ
、
そ
の
中
に
「
虎
丸
長
者
」
伝

説
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
現
在
、
両
地
区
で
は
ど
の

よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
現
地
で
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

ま
ず
平
成
二
十
六
年
九
月
三
日
に
、
杉
田
地
区
を
訪
れ
調
査
を
行
っ
た
。

杉
田
地
区
で
は
、
安
達
地
方
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
大
友
秀
夫
さ

ん
に
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
に
関
連
す
る
所
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

「
虎
丸
長
者
」
伝
説
を
お
聞
き
し
た
。
今
回
お
会
い
し
た
大
友
さ
ん
は
二
本

松
地
区
出
身
で
あ
る
と
い
う
。
奥
さ
ん
は
杉
田
地
区
出
身
で
あ
り
地
元
で
教

師
を
な
さ
っ
て
お
り
、
ク
ラ
ス
で
「
虎
丸
長
者
伝
説
」
の
聞
き
書
き
の
課
題

を
出
し
、
資
料
集
と
し
て
ま
と
め
た
と
い
う
。
虎
丸
長
者
の
屋
敷
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
場
所
で
、
二
本
松
市
の
調
査
も
行
わ
れ
た
、
安
達
郡
衙
跡
と
さ
れ

て
い
る
「
郡
山
台
」。
七
年
間
発
掘
が
行
わ
れ
、
終
わ
っ
た
後
に
は
看
板
が
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立
て
ら
れ
た
。
焼
米
、
須
恵
器
、
瀬
戸
物
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
出
土

し
た
と
い
う
。
昔
に
は
、「
濱
守
之
印
」
と
い
う
印
章
も
発
見
さ
れ
た
と
い

う
。
こ
れ
ら
の
発
掘
品
は
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
の
展
示
と
と
も
に
二
本
松

市
立
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
が
終
わ
っ
た
後
、「
郡
山
台
」
に

は
新
し
い
人
が
た
く
さ
ん
や
っ
て
き
て
、
家
が
い
っ
ぱ
い
建
っ
て
し
ま
っ
た

の
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
を
語
れ
る
人
は
減
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
他
、
源
義
家
の
軍
団
が
野
営
し
た
と
い
う
「
借

宿
」、
虎
丸
長
者
に
富
み
を
も
た
ら
し
た
精
霊
が
消
え
た
と
さ
れ
た
場
所
「
隠

里
」、
虎
丸
長
者
が
鉄
の
鋳
造
所
を
こ
こ
に
作
り
、
渡
来
人
た
ち
に
鉄
を
製

造
さ
せ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
「
唐
木
神
社
」
な
ど
、
地
名
や
神
社
は
遺

さ
れ
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
を
知
る
人
は
い
る
も
の
の
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説

を
「
語
る
」
こ
と
が
で
き
る
人
は
減
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
郡
山
地
区
を
訪
れ
調
査
を
行
っ
た
。
平
成
二
十
七
年
八
月
十
六
日
に
、

郡
山
市
堂
前
に
あ
る
如
寶
寺
を
訪
れ
、
住
職
で
あ
る
保
森
英
士
院
家
か
ら
お
話

を
お
聞
き
し
た
。
如
寶
寺
の
縁
起
を
お
聞
き
す
る
と
と
も
に
、「
虎
丸
長
者
」
伝

説
で
語
ら
れ
る
虎
丸
長
者
の
埋
蔵
金
に
関
す
る
石
碑
に
も
案
内
し
て
い
た
だ
い

た
。
こ
の
石
碑
は
長
沼
信
門
と
い
う
人
の
墓
で
あ
る
。
墓
の
側
面
に
は
、「
當
境

内
は
虎
丸
長
者
の
屋
敷
跡
に
し
て
黄
金
千
杯
朱
千
杯
漆
千
杯
あ
り
と
云
傳
え
り

　
信
門
記
之
」
と
い
う
文
面
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
は
当
時
の
鈴
木
信
量

住
職
に
よ
っ
て
、
明
治
三
十
年
四
月
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。
な
お
長
沼
信
門
は

住
職
で
は
な
い
が
、
如
寶
寺
に
い
た
僧
侶
の
一
人
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
所
に
行
き
、

経
典
を
学
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
記
念
す
る
石
碑
や
、
石
灯
籠
な
ど
が
境
内
の

あ
ち
こ
ち
に
存
在
し
て
い
る
。
石
碑
に
刻
ま
れ
た
内
容
は
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説

で
も
語
ら
れ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
、
明
治
時
代
ご

ろ
に
も
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
内

容
は
、
明
治
時
代
以
降
に
出
て
き
た
、
追
加
事
項
で
は
な
い
。
先
に
も
紹
介
し

た
成
田
頼
直
が
著
し
た
『
松
藩
捜
古
』
に
は
、「
郡
山
の
故
趾
に
は
漆
千
盃
朱
千

盃
黄
金
千
両
朝
日
映
夕
日
暉
有
梨
樹
下
と
云
る
碑
あ
り
と
云
傳
へ
い
つ
れ
の
時

に
か
有
け
ん
野
飼
に
放
し
置
た
る
馬
蹄
の
朱
に
染
み
て
帰
り
し
こ
と
あ
り
に
と

里
老
の
話
に
あ
れ
）
22
（

」
と
あ
り
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
は
す
で
に
、「
虎
丸

長
者
」
伝
説
の
一
部
と
し
て
、「
虎
丸
長
者
」
の
埋
蔵
金
を
表
す
俗
謡
が
伝
わ
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
俗
謡
を
受
け
、
如
寶
寺
で
は
馬
頭
観
音
堂
建
て
替
え

の
際
に
、
発
掘
調
査
を
し
た
そ
う
だ
が
、
埋
蔵
金
は
出
ず
、
大
き
な
石
に
刻
ま

れ
た
一
字
経
が
出
て
き
た
の
だ
と
い
う
。

ま
た
保
森
英
士
院
家
か
ら
、「
七
日
堂
ま
い
り
」
も
見
て
み
る
よ
う
勧
め

ら
れ
、
平
成
二
十
八
年
一
月
六
日
・
七
日
に
再
度
郡
山
市
堂
前
に
あ
る
如

寶
寺
を
訪
れ
た
。「
七
日
堂
ま
い
り
」と
は
地
元
の
チ
ラ
シ
を
引
用
す
る
と
、

　

七
日
堂
ま
い
り
は
、
毎
年
一
月
六
日
〜
七
日
に
行
わ
れ
る
如
寶
寺
馬

頭
観
世
音
の
祭
礼
で
す
。

　

元
々
は
、
物
々
交
換
の
場
、
つ
ま
り
海
の
幸
・
山
の
幸
を
持
ち
よ
り

交
換
し
て
い
た
市
か
ら
様
変
り
し
て
、
現
在
で
は
、
ダ
ル
マ
・〝
ま
さ

る
〞・〝
団
子
さ
し
〞
の
団
子
の
木
な
ど
縁
起
物
を
売
る
初
市
に
変
化
し

て
来
て
い
る
。〝
ま
さ
る
〞
は
昨
年
に
勝
る
と
い
う
意
味
で
ダ
ル
マ
は
七

転
八
起
と
い
う
縁
起
物
。

　

境
内
の
内
外
は
約
十
万
人
の
人
手
で
終
日
賑
わ
い
参
詣
を
終
え
た

人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
縁
起
物
な
ど
を
買
い
求
め
て
い
ま
す
。
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こ
の
馬
頭
観
世
音
菩
薩
は
、
虎
丸
長
者
が
大
同
二
年
（
八
〇
七
年
）

時
の
帝　

平
城
天
皇
よ
り
御
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
、
郷
土
住
民
の
守
護

佛
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

参
詣
者
の
諸
々
の
願
い
を
馬
が
走
る
如
く
早
く
叶
え
る
と
い
わ
れ
五

穀
豊
穣
・
萬
民
豊
楽
、
近
年
で
は
交
通
安
全
・
合
格
成
就
等
の
参
詣
者

も
多
く
、
門
前
通
り
が
歩
行
者
天
国
と
な
り
今
ま
で
に
増
し
て
た
く
さ

ん
の
人
手
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
）
23
（

。

と
い
う
お
祭
で
あ
る
。
平
成
二
十
八
年
の
「
七
日
堂
ま
い
り
」
は
一
月
六
日

十
五
時
か
ら
七
日
十
六
時
ま
で
行
わ
れ
、
夜
通
し
お
参
り
の
人
が
並
び
、
露

店
も
ず
っ
と
開
か
れ
て
い
た
。「
七
日
堂
ま
い
り
」
を
調
査
し
て
考
え
た
こ
と

は
、
こ
の
地
区
の
人
々
に
と
っ
て
い
か
に
大
事
に
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
深
夜
に
な
っ
て
も
、
老
若
男
女
が
祭
礼
に
集
い
、
お
参
り
を
し
て

い
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
民
放
も
、
新
聞
社
も
取
材
に
訪
れ
レ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
。

翌
日
に
は
地
方
紙
二
紙
と
も
、
社
会
面
に
「
七
日
堂
ま
い
り
」
の
記
事
を
写

真
付
き
で
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
年
に
限
ら
ず
、
毎
年
こ

の
よ
う
に
記
事
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
七
日
堂
ま
い
り
」

と
い
う
祭
礼
と
と
も
に
、「
虎
丸
長
者
伝
説
」
は
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
と
は

第
二
節
で
は
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
資
料
や
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
と
関

連
す
る
と
考
え
て
い
る
事
項
を
、
年
代
順
に
挙
げ
な
が
ら
、「
虎
丸
長
者
」

伝
説
と
権
力
者
た
ち
と
の
関
係
性
を
見
て
き
た
。
明
ら
か
に
江
戸
時
代
の

あ
る
時
期
か
ら
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
は
記
録
さ
れ
始
め
た
。
あ
る
時
期
か
ら

と
言
え
る
の
に
は
、
先
に
述
べ
た
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
の
記
録
に
関
与
し

て
き
た
、
丹
羽
家
の
事
情
が
あ
る
。
丹
羽
家
は
二
本
松
土
着
の
大
名
で
は
な

か
っ
た
。
丹
羽
家
は
織
田
信
長
の
家
臣
、
丹
羽
長
秀
を
始
祖
と
す
る
家
で
あ

る
。
そ
の
子
の
長
重
は
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
常
陸
国
古
渡
藩
、
常
陸
国
江

戸
崎
藩
、
陸
奥
国
棚
倉
藩
、
陸
奥
国
白
河
藩
と
転
々
と
加
増
移
封
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
子
の
光
重
の
代
に
、
二
本
松
藩
に
加
増
移
封
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
や
っ
て
き
た
丹
羽
光
重
が
、
治
め
る
土
地
で
あ
る
二
本
松
藩
全
体

の
地
域
を
知
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
似
た
よ
う
な

境
遇
の
大
名
た
ち
が
地
誌
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
る
。
近
世
地
誌
を
研
究
し
て

い
た
白
井
哲
也
は
、「
地
誌
へ
関
心
を
示
し
た
の
は
、
和
歌
山
藩
や
松
江
藩

な
ど
、
相
伝
の
所
領
か
ら
全
く
別
の
土
地
へ
移
封
さ
れ
た
諸
大
名
だ
っ
た
。

彼
ら
が
新
た
な
支
配
領
域
に
関
す
る
知
識
を
必
須
と
し
た
」
と
述
べ
て
い

る
）
24
（

。
そ
こ
で
丹
羽
光
重
も
地
誌
『
東
鄙
草
』
を
ま
と
め
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
調
査
の
中
で
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
は
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後

も
文
献
に
記
録
さ
せ
た
り
、
発
掘
を
繰
り
返
し
た
り
、
援
助
し
た
寺
院
に
事

物
を
守
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り）

25
（

、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
は
権
威
づ
け
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
背
景
に
は
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
が
伝
わ
る
二
つ
の
地
域
は
、「
延

喜
式
」
で
定
め
ら
れ
た
郡
衙
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
郡
衙
跡
を
有

す
る
歴
史
あ
る
土
地
。
そ
れ
を
語
り
伝
え
る
た
め
に
「
虎
丸
長
者
伝
説
」
が

あ
り
、
そ
れ
を
実
証
す
る
た
め
に
度
重
な
る
発
掘
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
節
で
は
い
ま
現
在
ど
の
よ
う
に
「
虎
丸
長
者
伝
説
」
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
た
。
杉
田
で
は
『
相
生
集
』
と
い
う
資
料
集
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兼
研
究
書
が
存
在
し
、
発
掘
に
よ
っ
て
伝
説
が
「
裏
付
け
」
ら
れ
、
そ
れ
を

大
事
に
伝
承
し
て
い
る
。
二
本
松
市
歴
史
資
料
館
で
も
展
示
さ
れ
て
い
た
が
、

出
土
品
で
あ
る
焼
米
や
瓦
、
印
章
と
と
も
に
伝
説
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で

あ
る
。
現
地
で
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
を
伝
え
る
方
々
は
確
か
に
減
っ
て
い
る

も
の
の
、
地
名
と
し
て
は
残
さ
れ
、
現
在
で
も
新
た
に
『
あ
だ
ち
野
の
む
か

し
物
語
』
が
編
ま
れ
る
な
ど
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
少
し
古
い
も
の
で
は

あ
る
が
、
小
学
生
た
ち
が
「
杉
田
の
人
物
」
の
一
人
と
し
て
、「
虎
丸
長
者
」

を
取
り
上
げ
、
調
べ
学
習
し
た
資
料
も
残
さ
れ
て
い
る）

26
（

。

一
方
郡
山
で
は
記
録
や
事
物
は
さ
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

先
に
紹
介
し
た
石
碑
も
、
東
日
本
大
震
災
で
倒
壊
し
て
し
ま
い
、
気
が
つ

か
な
い
で
通
り
す
ぎ
る
人
も
多
い
。
し
か
し
信
仰
で
守
り
続
け
て
き
た
馬

頭
観
音
を
通
し
て
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
も
確
か
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
細
々
と
語
り
伝
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
老
若
男
女
が
祭
礼
に
集
い
、

テ
レ
ビ
や
新
聞
も
必
ず
何
社
も
取
り
上
げ
、
報
道
し
て
い
る
。「
七
日
堂
ま

い
り
」
と
い
う
祭
礼
と
と
も
に
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
は
伝
承
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
で
は
、
形
と
し
て
も
残
そ
う
と
し
て
い
る
。「
郡

山
市
伝
統
文
化
遺
産
」
と
い
う
も
の
が
、
郡
山
市
に
よ
り
認
定
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
の
中
に
「
如
寶
寺
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
看
板
を
見

て
み
る
と
、
こ
の
お
寺
は
「
虎
丸
長
者
が
馬
頭
観
音
を
安
置
し
、
お
堂
を

建
立
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
」
と
し
っ
か
り
と
記
さ
れ
て
い
る）

27
（

。

こ
の
よ
う
に
伝
承
の
様
相
は
異
な
る
も
の
の
、「
虎
丸
長
者
」
屋
敷
跡
が
古

代
の
郡
衙
跡
だ
と
す
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
両
地
区
郡
衙
遺
跡
に
は
看

板
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

遺
跡
の
研
究
報
告
書
を
見
て
み
て
も
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
の
こ
と
に
は
触
れ

ら
れ
て
い
る
。
根
本
豊
徳
と
中
村
真
由
美
は
、
杉
田
地
区
の
郡
山
台
遺
跡
（
安

達
郡
衙
）
に
つ
い
て
、
長
者
伝
説
や
焼
米
が
出
土
す
る
こ
と
を
『
考
槃
堂
漫

録
』、『
成
形
図
説
』
な
ど
の
諸
書
を
用
い
て
記
述
し
て
お
り
、
髙
松
俊
雄
は
、

郡
山
地
区
の
清
水
台
遺
跡
（
安
積
郡
衙
）
に
つ
い
て
、「
瓦
や
礎
石
な
ど
が
出

土
し
た
こ
と
か
ら
長
者
伝
説
が
生
ま
れ
、『
虎
丸
長
者
』
と
い
う
名
で
伝
承
が

語
り
継
が
れ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る）

28
（

。
つ
ま
り
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
は
、

「
郡
衙
遺
跡
と
長
者
伝
説
の
結
び
つ
き
」
を
示
す
証
左
と
も
言
え
る
。
も
ち
ろ

ん
、
一
つ
の
例
ば
か
り
で
は
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
他
の
地
域
の

長
者
伝
説
を
見
て
い
く
う
え
で
の
手
掛
か
り
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
或
い
は

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
自
明
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
「
郡
衙
遺
跡
と
長
者
伝
説
の
結
び
つ
き
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
研
究

は
と
て
も
少
な
い
。
ま
た
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
全
国
的
な
研
究
の
中

で
、「
虎
丸
長
者
」
伝
説
や
安
積
郡
・
安
達
郡
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
本
稿
が
一
つ
の
契
機
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

五　

お
わ
り
に

郡
衙
遺
跡
と
長
者
伝
説
は
か
か
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
。

そ
れ
を
調
べ
る
た
め
に
も
、
ま
た
別
の
地
域
の
長
者
伝
説
も
調
べ
、
先
の

仮
説
を
確
か
め
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
は
南
北
に
広
げ
、
福
島

県
内
の
長
者
伝
説
あ
た
り
か
ら
始
め
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
北
で
は
旧

信
夫
郡
衙
、
伊
達
郡
衙
が
推
定
さ
れ
、
長
者
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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南
で
は
磐
瀬
郡
衙
、
白
河
郡
衙
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
に

つ
い
て
調
べ
て
い
き
た
い
。
ま
た
長
者
名
に
さ
れ
て
い
る
「
虎
丸
」
と
い

う
名
も
調
べ
て
み
た
い
。『
相
生
集
』
に
お
い
て
も
「
虎
丸
」
の
名
は
考
察

さ
れ
、
そ
の
中
に
は
讃
岐
国
に
あ
っ
た
と
い
う
虎
丸
城
が
関
係
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
や
、
太
宰
府
に
も
「
虎
丸
長
者
」
の
伝
説
が
あ

る
と
い
う
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
筑
紫
野
市
に
あ
る
武
蔵
寺
に

は
、
創
建
に
「
虎
丸
長
者
」
が
関
わ
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
こ
う
し

た
他
の
地
域
の
「
虎
丸
長
者
」
と
の
つ
な
が
り
も
関
連
し
て
調
べ
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

附
記本

論
文
は
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
六
月
五
日
に
北
海
道
大
学

で
行
わ
れ
た
、
第
四
十
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
で
の
口
頭
発
表
を
加
筆
・

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
諸
先
生
方
に
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
1
） 

島
津
重
豪
編
『
成
形
図
説
』（
文
化
元
年　

自
刊
）。
巻
第
五
「
加
禮

伊
比
」
の
項
目
の
中
で
、「
焼
米
」
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
二
本
松
で

焼
米
が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
2
） 

鈴
木
清
「
勝
倉
長
者
山
」『
茨
城
の
民
俗
』
九
（
昭
和
四
十
五
年　

茨
城
民
俗
学
会
）。
こ
の
他
に
も
、
第
九
号
に
は
茨
城
県
内
の
さ
ま

ざ
ま
な
長
者
伝
説
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

外
山
善
八
「
長
者
伝
│
虚
像
と
実
像
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
茨
城
の
民
俗
』

十
（
昭
和
四
十
六
年　
茨
城
民
俗
学
会
）。
第
九
号
の
各
報
告
を
基
に
し

て
、
茨
城
県
内
に
伝
わ
る
長
者
伝
説
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
源
義

家
に
滅
ぼ
さ
れ
た
長
者
以
外
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
は
長

者
伝
説
の
背
景
に
は
古
代
に
設
け
ら
れ
た
駅
制
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
4
） （
3
）
と
同
書
。

（
5
） 

安
部
元
雄
『
旅
に
出
た
八
幡
太
郎
│
茨
城
の
義
家
伝
説
│
』（
昭
和

五
十
三
年　

崙
書
房
）。
こ
の
中
で
は
、
茨
城
県
内
に
お
け
る
源
義

家
伝
説
を
分
析
す
る
た
め
に
、
要
素
を
Ａ
か
ら
Ｊ
ま
で
細
分
化
し
て

い
る
。
訪
ね
た
相
手
を
滅
ぼ
す
要
素
が
あ
る
も
の
は
、「
Ｆ　

討
伐
」

に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） （
5
）
と
同
書
。

（
7
） 

柳
田
國
男
「
朝
日
夕
日
」
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
辞
典
』（
昭

和
二
十
六
年　

東
京
堂
出
版
）。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
か
な
遣

い
お
よ
び
旧
字
体
を
、
現
代
か
な
遣
い
お
よ
び
新
字
体
に
改
め
た
。

（
8
） （
7
）
と
同
書
。

（
9
） 

柳
田
國
男
『
傳
説
』（
昭
和
十
五
年　

岩
波
書
店
）。

（
10
） 

柳
田
國
男
『
木
思
石
語
』（
昭
和
二
十
三
年　

實
業
之
日
本
社
）。

（
11
） 

大
鐘
義
鳴
著
『
相
生
集
』（
天
保
十
二
年　

自
刊
）。

（
12
） 
郡
山
市
の
中
心
部
を
通
っ
て
い
る
さ
く
ら
通
り
に
設
置
さ
れ
て
い
る
、

案
内
板
の
「
虎
丸
長
者
」
伝
説
を
文
字
に
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
13
） 

如
寶
寺
住
職
で
あ
る
保
森
英
士
院
家
か
ら
い
た
だ
い
た
、
資
料
に
記

載
さ
れ
て
い
た
も
の
を
引
用
し
た
。
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（
14
） 

松
平
定
信
著
『
退
閑
雑
記
』（
寛
政
十
二
年　

自
刊
）。
な
お
引
用

に
当
た
っ
て
は
、『
続
日
本
随
筆
大
成
』
第
六
巻
所
収
の
も
の
を
参

考
に
し
た
。
森
銑
三
他
編
『
続
日
本
随
筆
大
成
』
第
六
巻
（
昭
和

五
十
五
年　

吉
川
弘
文
館
）。

（
15
） 

成
田
頼
直
著
『
松
藩
捜
古
』（
享
和
三
年　

自
刊
）。

（
16
） 

二
本
松
市
教
育
委
員
会
編
『
ふ
る
さ
と
の
伝
え
語
り
│
二
本
松
市

史
資
料
叢
書
』（
昭
和
五
十
一
年　

自
刊
）。

（
17
） 

福
島
県
郡
山
市
地
理
教
育
研
究
会
編
『
郷
土
誌
』（
昭
和
七
年　
自
刊
）。

（
18
） 

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
七
月
二
十
一
日
に
、
杉
田
地
区
の
住
民
に

よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
万
葉
集
第
十
四
「
東
歌
」
の
最
後
の
一
首
、

「
安
太
多
良
の
嶺
に
伏
す
鹿
猪
の
あ
り
つ
つ
も
吾
は
到
ら
む
寝
処
な

去
り
そ
ね
」
が
、
万
葉
仮
名
で
刻
ま
れ
て
い
る
。
碑
文
の
下
に
は
、

「
東
ハ
三
春
四
リ　

西
ハ
安
達
太
良
山
三
リ　

南
ハ
本
宮
一
リ
半　

北
ハ
二
本
松　

廿
八
丁
」
と
刻
ま
れ
、
道
標
を
兼
ね
て
い
る
。
こ
の

石
碑
は
平
成
元
年
に
二
本
松
市
指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
る
。

（
19
） （
17
）
と
同
書
。

（
20
） 

安
達
郡
役
所
編
『
安
達
郡
案
内
』（
明
治
四
十
四
年　

自
刊
）。

（
21
） （
14
）
と
同
書
。

（
22
） （
15
）
と
同
書
。

（
23
） 

平
成
二
十
八
年
の
「
七
日
堂
ま
い
り
」
に
お
い
て
、
如
寶
寺
周
辺
で

配
ら
れ
て
い
た
チ
ラ
シ
の
中
に
、「
七
日
堂
ま
い
り
」
の
「
い
わ
れ
」

が
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
「
い
わ
れ
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

（
24
） 

白
井
哲
哉
『
日
本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
』（
平
成
十
六
年　

思
文

閣
出
版
）。

（
25
） 

如
寶
寺
は
二
本
松
藩
登
城
免
十
箇
寺
な
ど
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
如
寶
寺
境
内
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
如
寶
寺
お
よ
び

馬
頭
観
世
音
の
提
灯
す
べ
て
に
、丹
羽
家
の
家
紋
で
あ
る
「
直
違
紋
」

が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
如
寶
寺
住
職
が
江
戸
時
代
、
藩
主
に
面
会
し

て
い
る
こ
と
も
併
せ
る
と
、
如
寶
寺
に
対
す
る
「
支
援
」
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

（
26
） 

二
本
松
市
立
杉
田
小
学
校
編
『
杉
田
を
中
心
と
し
た
郷
土
の
年
表
』

（
昭
和
六
十
三
年　

稿
）。

（
27
） 

看
板
を
確
認
し
た
の
は
、平
成
二
十
七
年
八
月
十
六
日
。
文
化
庁
の
「
地

域
伝
統
文
化
総
合
活
性
化
委
託
事
業
」
を
受
け
、
実
施
さ
れ
た
。
全
部

で
七
か
所
指
定
さ
れ
て
お
り
、
如
寶
寺
以
外
で
は
、「
安
積
国
造
神
社
」

や
「
芭
蕉
通
り
」
な
ど
が
「
郡
山
市
伝
統
文
化
遺
産
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
28
） 

条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
会
編
『
日
本
古
代
の
郡
衙
遺
跡
』（
平
成

二
十
一
年　

雄
山
閣
）。

引
用
・
参
考
文
献

井
原
西
鶴
『
一
目
玉
鉾
』（
元
禄
二
年　

自
刊
）

井
上
金
峨
『
考
槃
堂
漫
録
』（
天
明
二
年　

自
刊
）

谷
文
晁
『
松
島
日
記
』（
寛
政
八
年　

自
刊
）

松
平
定
信
『
退
閑
雑
記
』（
寛
政
十
二
年　

自
刊
）

松
平
定
信
編
『
集
古
十
種
』（
寛
政
十
二
年　

自
刊
）

成
田
頼
直
『
松
藩
捜
古
』（
享
和
三
年　

自
刊
）
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島
津
重
豪
編
『
成
形
図
説
』（
文
化
元
年　

自
刊
）

大
鐘
義
鳴
『
相
生
集
』（
天
保
十
二
年　

自
刊
）

安
達
郡
役
所
編
『
安
達
郡
案
内
』（
明
治
四
十
四
年　

自
刊
）

近
藤
喜
一
『
信
達
民
譚
集
』（
昭
和
三
年　

郷
土
研
究
社
）

福
島
県
郡
山
市
地
理
教
育
研
究
会
編
『
郷
土
誌
』（
昭
和
七
年　

自
刊
）

柳
田
國
男
『
傳
説
』（
昭
和
十
五
年　

岩
波
書
店
）

柳
田
國
男
『
木
思
石
語
』（
昭
和
二
十
三
年　

實
業
之
日
本
社
）

柳
田
國
男
『
日
本
伝
説
名
彙
』（
昭
和
二
十
五
年　

日
本
放
送
出
版
協
会
）

柳
田
國
男
「
朝
日
夕
日
」
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
辞
典
』（
昭
和

二
十
六
年　

東
京
堂
出
版
）

及
川
儀
右
衛
門
編
『
み
ち
の
く
の
長
者
た
ち
』（
昭
和
三
十
二
年　

未
来
社
）

桑
原
兵
次
『
古
代
中
世
杉
田
村
の
文
化
』（
昭
和
三
十
四
年　

自
刊
）

福
島
県
編
『
福
島
県
史
』
第
二
十
四
巻
（
昭
和
四
十
二
年　

自
刊
）

郡
山
市
編
『
郡
山
市
史
』
第
七
巻　

民
俗
（
昭
和
四
十
四
年　

自
刊
）

鈴
木
清
「
勝
倉
長
者
山
」『
茨
城
の
民
俗
』
九
（
昭
和
四
十
五
年　

茨
城
民

俗
学
会
）

外
山
善
八
「
長
者
伝
│
虚
像
と
実
像
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
茨
城
の
民
俗
』

十
（
昭
和
四
十
六
年　

茨
城
民
俗
学
会
）

豊
田
武
『
英
雄
と
伝
説
』（
昭
和
五
十
一
年　

塙
書
房
）

二
本
松
市
教
育
委
員
会
編
『
ふ
る
さ
と
の
伝
え
語
り
│
二
本
松
市
史
資
料

叢
書
』（
昭
和
五
十
一
年　

自
刊
）

藤
田
稔
『
常
陸
の
伝
説
』（
昭
和
五
十
一
年　

第
一
法
規
）

大
友
宣
子
編
「
杉
田
の
伝
説
」（
昭
和
五
十
一
年　

稿
）

安
部
元
雄
『
旅
に
出
た
八
幡
太
郎
│
茨
城
の
義
家
伝
説
│
』（
昭
和

五
十
三
年　

崙
書
房
）

石
川
純
一
郎
他
著
『
福
島
の
伝
説
』（
昭
和
五
十
五
年　

角
川
書
店
）

福
島
県
国
語
教
育
研
究
会
編
『
福
島
の
伝
説
』（
昭
和
五
十
五
年　

日
本
標
準
）

森
銑
三
他
編
『
続
日
本
随
筆
大
成
』
第
六
巻
（
昭
和
五
十
五
年　

吉
川
弘

文
館
）

野
村
純
一
編
『
日
本
伝
説
大
系
』
第
三
巻
（
昭
和
五
十
七
年　

み
ず
う
み

書
房
）

郡
山
市
教
育
委
員
会
編
『
郡
山
の
伝
説
』（
昭
和
六
十
一
年　

自
刊
）

二
本
松
市
編
『
二
本
松
市
史
』
第
八
巻　

民
俗
（
昭
和
六
十
一
年　

自
刊
）

二
本
松
市
立
杉
田
小
学
校
編
『
杉
田
を
中
心
と
し
た
郷
土
の
年
表
』（
昭
和

六
十
三
年　

稿
）

渡
辺
武
久
編
『
二
本
松
の
伝
説
と
む
か
し
ば
な
し
』（
平
成
六
年　

歴
史
春

秋
社
）

斎
藤
龍
雄
他
編
『
あ
だ
ち
野
の
む
か
し
物
語
』（
平
成
十
三
年　

安
達
地
方

新
し
い
旅
実
行
委
員
会
）

白
井
哲
哉
『
日
本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
』（
平
成
十
六
年　

思
文
閣
出
版
）

岡
田
峰
幸
『
史
談
絵
草
子
』（
平
成
十
七
年　

自
刊
）

井
本
農
一
他
校
訂
・
訳
『
お
く
の
ほ
そ
道　

芭
蕉
・
蕪
村
・
一
茶
名
句
集
』

（
平
成
二
十
年　

小
学
館
）

条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
会
編
『
日
本
古
代
の
郡
衙
遺
跡
』（
平
成
二
十
一

年　

雄
山
閣
）

安
藤
智
里
『
安
積
歴
史
入
門
』（
平
成
二
十
六
年　

歴
史
春
秋
社
）

 

（
た
ま
み
ず
・
ひ
ろ
た
だ
／
学
習
院
中
等
科
）


